
1. はじめに

本研究はヨーロッパで効果的に機能してい

る地理的表示に着目し、地理的表示に関わる理

論枠組みと実際の運営を手がかりにしながら、

日本という特殊なコンテクストにおいて生産者

価値と消費者価値を創出する独自の地理的表示

の理論枠組みを構築し持続可能な社会を実現す

る地域活性化の実践的取組みを提唱するという

全体の目的を持っている。

地理的表示は「ある商品について、その確立

した品質、社会的評価その他の特性が当該商品

の地理的原産地に主として帰せられる場合にお

いて、当該商品が加盟国の領域または領域内の

地域もしくは地方を原産地とすることを特定す

る表示」と定義される (TRIPS 協定 [Agreement 

on Trade-Related Aspect of Intellectual 

Property Right: 知的所有権の貿易関連の側面

にお関する協定 ] 第 22 条第 1 項 )。EU は 1992

年から EEC2081/92 によって農林水産物および

食 品 の 原 産 地 呼 称 DOP(Denominazione di 

Origine Protetta: 保護指定原産地表示 ) およ

び 地 理 的 表 示 IGP(Indicazione Geografica 

Protetta: 保護指定地域表示 ) の保護に関する

EU 全体に適用される仕組みを導入した。この

制度は一定の特徴を有する産物の生産振興によ

る農業者と農村の利益向上、および消費者選択

に資することを目的としている 1)。

地理的表示保護は生産者と消費者それぞれ

に利益を提供すると考えられている。産品のば

らつきのない特性、卸売市場および消費者市場

に対する特別な原産地の産品であるという商品

アイデンティティの構築がもたらせる産品の価

格上昇と脱コモディティ化による生産者の利益

向上は効果の 1 つである (Galtier, et al. 

2008)。国際市場における競争優位性確立も期

待されている。たとえ零細規模の生産者であっ

ても地理的表示保護制度を活用して地域全体が

まとまったテリトリオ戦略を展開することで地

域 活 性 化 を 実 現 で き る と も 言 わ れ る

(Pacciani, et al. 2001; Tregear, et al. 

2004; Belletti, et al. 2007)。Galli, et 

al.(2011) は 5 つの効果を挙げてイタリアの

DOP チーズの比較を行った。効果とは生産者の

交渉力の向上、消費者に対する信頼性の高い情

報の提供、差別化、市場での好業績、および持

続可能な農業の実現である。高橋 (2011) は独

自の制度を導入している国の制度を参考にしな

がら 1) 産品の差別化による付加価値の付与に

よって農業および食品産業の発展に資する、2)

食の多様性と食の文化と伝統を守り発展させ

る、3) 地域経済を維持し発展させる、4) 食品

の品質について多様な価値を求める消費者の要

求に応えるとともに消費者への情報を提供す
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る、5) 開発途上国が自国で維持開発されてき

た知的財産を守り地域資源の維持と地域経済の

発展を図るといった地理的表示の役割を挙げ

る。

地理的表示の効果に期待して日本でも地理

的表示保護制度を導入するための議論が進めら

れている。日本のコンテクストにおける地理的

表示保護の効果として農林水産業振興 ･地域振

興の側面と消費者利益の側面があると言われ

る。農林水産業振興 ･地域振興の面では価格上

昇効果、サプライチェーンにおける利益の分配、

農業 ･農村の 6次産業化、輸出市場での有利性

があり、消費者利益としては選択のための情報

提供と管理システムによる品質確保がある (内

藤 2013)。農林水産省 (2012b) は、日本におけ

る地理的表示保護制度の期待される効果として

知的財産である地域ブランド産品を活用した農

産漁村の活性化、消費者の選択に資する地域ブ

ランド産品についての情報提供、地域ブランド

産品の輸出促進、および海外における日本の地

名を付した模造産品の流通の防止を挙げる。農

林水産政策研究所 (2012) も価格の上昇、市場

占有率の拡大、および農業および農村の 6次産

業化に期待している。

本稿は地理的表示の対象産品の品質の特徴

と地理的原産地とのつながり(link) に注目す

る。地理的原産地と地理的表示保護産品の品質

の特徴とのつながりは登録審査において最も重

要な要素であると言われていることからも

(European Commission “Guide to Applicants 

for Completion of the Single Document”; 

Vandecandelaere, et al. 2009; 内藤 2013) 今

後、日本において地理的表示制度を導入し効果

をあげていくためにはつながりの理解が必須で

ある。

つながりについて議論する前に地理的表示

の審査の手続きの流れを見ておこう。第 1段階

は原産地が属する EU 加盟国に対して生産者あ

るいは加工業者の団体が生産する産品の登録出

願である。出願書類は 1) 出願集団の名称と住

所、2) 明細書 (Description)、3) 明細書の主

要事項、および産品と地域とのつながりの説明

を示した文書である。第 2段階は加盟国での審

査である。出願を受けた EU 加盟国が要件適合

の審査を行い国内の異議申立手続を行う。第 3

段階は加盟国から欧州委員会への書類の提出で

ある。EU 加盟国が受理を決定し明細書を公示

した後に EU 委員会に書類が提出されるが、こ

のときから国内的な保護が可能となる。第 4段

階は EU 委員会における審査である。書類提出

から 12 ヶ月以内に行われる。第 5 段階は明細

書の公示である。要件が満たされていると EU

委員会が判断すると明細書の一部が公報に公告

される。第 6段階は異議申立期間である。公告

の日から 6 ヶ月以内に EU 加盟国あるいは第 3

国などが異議申立をすることができる。第 7段

階は名称の登録である。第 6段階で異議申立が

なければ登録が行われ、異議申立が受理された

ら利害関係人の協議が行われ 6ヶ月以内に合意

が成立すれば登録が行われる。登録と決定は公

報 に 公 告 さ れ る (European Commission 

Directorate-General for Agriculture Food 

Quality Policy in the European Union2004; 

内藤 2013)。

申請者がつながりを明らかにするのは明細

書においてである。明細書は、1) 名称、2) 製

品の記述、3) 地理的範囲、4) 起源の証明、5)

生産手法、6) つながり、7) 検査機関、8) ラベ

ル (etiquette) で構成されなければいけない

(European Commission Directorate-General 

for Agriculture Food Quality Policy in the 

European Union2004; 農産物及び食品に係る地

理的表示及び原産地名称の保護に関する 2006

年 3 月 20 日の理事会規則 (EC)No.510/2006)。

登録の申請者向けガイドは、産品の品質の特徴

と地理的原産地とのつながりを裏づける要素と

して 1) 気候、土壌条件、その他の自然的要素、

および伝統的技術、生産方法、ノウハウ、その

他の人的要素からなる「地域の特異性」、2) 地

域の特異性の要素によって生じる「産品の特異

性」、および 3) 地域の要素がどのようにどの程

度特異性に影響しているかを明細書に明記する

よ う 指 南 し て い る (European Commission 

“Guide to Applicant for Completion of the 

Single Document”)。つながりはたとえば、「気

象条件、土壌条件、その地域産の餌などがどの
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ように影響するか」「その地域の固有の品種な

どを利用しているか」「その地域独自の生産ノ

ウハウがどのように品質を生み出しているの

か」といった内容で説明される(内藤 2013)。

内藤 (2013) は地理的表示保護産品の品質の

特徴と地理的原産地とのつながりがいかに重要

であるかを説明するため、すでに登録された地

理的表示保護産品を対象に「地域の特異性」の

要素として地形、気候、土壌、降雨や生産者の

ノウハウを挙げ、他の類似産品と比べて何が当

該産品を特別なものとしているのかという「産

品の特異性」に結びつける具体的な理由の共通

要素が DOP と IGP ではどのように異なるかを明

らかにした。たとえば肉であれば DOP は地域環

境の特殊性とそれに適したノウハウが強調され

地域環境を反映した地域産の餌を与えることが

共通要素となっている。他方、IGP は地域環境

の特殊性は強調されず一定の評価を得ているこ

とが要素として重視されている。チーズであれ

ば DOP と IGP は前者で原料自体が地域独特の特

徴を持つことが強調されているとおり地域産の

原料を使用しているかどうかで異なる(内藤

2013)。

本稿は、地理的表示保護産品を取り上げ産品

の特異性と地域の特異性がどのように結びつけ

られているのかというつながりを明らかにする

ことを目的とする。内藤 (2013) と異なるのは、

内藤は土壌、気候、地域特性、ノウハウ、原料

生産地との一致、特別な原料といった本質的な

要素のみを地域の特異性と見なしたが、産品の

特異性は単に物理的・地理的特徴のみならず歴

史、伝統・文化、およびそれを創りだす人の手

に よ っ て 構 成 さ れ て い る こ と か ら

(Vandecandelaere, et al. 2009; 木村 2013b)、

本研究はより多元的要素を地域の特異性ととら

え地理的表示保護産品の特徴とのつながりを明

らかにする点である。

取り上げる産品はイタリアのチーズと肉製

品である。イタリアを取り上げる理由は、2010

年現在イタリアの登録数は 193 件で EU の中で

DOP と IGP の登録実績が最も多く全体に占める

割合は 22.1% であることから、より多様な事例

を調査できるからである 2)。チーズと肉製品を

取り上げる理由は、2010 年現在 EU の GI 登録

はチーズ 176 件、肉製品 98 件で 2 つをあわせ

ると 274 件で、登録数全体 872 件のおよそ 3分

の 1 を占めることから 3)、より多様な事例を調

査でき、一般性・普遍性を明らかにできるから

である。

2. 調査の概要

2.1. 調査対象産品

チーズはトスカーナ州ピサ県のペコリーノ ･

デッレ ･ バルゼ ･ ヴォルテッラーネ (Pecorino 

delle Balze Volterrane)( 以下「ヴォルテッ

ラーネ」と記す )、およびエミリア =ロマーニャ

州 の パ ル ミ ジ ャ ー ノ ･ レ ッ ジ ャ ー ノ

(Parmigiano Reggiano)( 以下「パルミジャー

ノ」と記す )を取り上げる。この 2つを取り上

げる理由は次のとおりである。前者は加盟国の

要件適合審査前の手続きである公会議を 2013

年 7 月 3 日に開催したばかりの DOP 申請中の産

品である。上記の地理的表示保護産品の登録手

続きの段階で言うと 2013 年 8 月現在第 1 段階

を終え、第 2段階に進む前に原産地で公会議を

開催し申請書の最終調整を行ったところであ

る。今後 EU に出願し審査を受け DOP として登

録されるまでおよそ 12 ヶ月がかかると言われ

ている。ピサ近隣出身者に聞いてもそのチーズ

の存在が知られていないとおりまだ無名のチー

ズである。

写真 1　 ヴォルテッラーネ (Pecorino delle Balze 
Volterrane)

2013年7月3日筆者撮影
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対するパルミジャーノはチーズの王様と呼

ばれるとおり最も有名なイタリアのチーズの 1

つであり、登録は 1996 年 6 月と古く 4)、イタ

リア国内外に広く普及し流通している一般的な

チーズである。このように対照的なチーズを取

り上げ産品の特徴と地理的原産地とのつながり

がそれぞれどのように説明されているのかを明

らかにすることでつながりの普遍性と特殊性を

明らかにすることができる。

肉製品として取り上げるのはトスカーナ州

カッラーラ (Carrara) の分離集落で生産される

IGP 産品ラルド・ディ・コロンナータ (Lardo 

di Colonnata) である 5)。ラルドを取り上げる

理由は、2004 年 10 月に IGP 登録されたことに

よって、白大理石で有名なカッラーラが採石業

そのものでは中国などとの国際競争に負けたも

のの特産の白大理石がなければ生産することが

できない IGP 産品のラルド・ディ・コロンナー

タによって地域活性化を実現できたと言われて

いるとおり(高橋 2009)、地理的原産地との強

いつながりによって地理的表示保護制度の効果

を実現できた事例と考えられるからである。

2.2. 分析データ

調査対象とする 3つの地理的表示保護産品の

つながりを明らかにするために用いる共通の

データは明細書である。明細書に記載すべき内

容は次の 7 点である。1) 原産地呼称または地

理的表示を含む産品の名称、2) 産品の説明、

および物理的、科学的、微生物学的、あるいは

官能的に認知できる特徴、3) 地理的地域の定

義、4) 定められた地理的地域を原産地として

いる証拠、5) 生産方法、6) 原産地呼称の場合

は産品の品質と地理的環境とのつながり、地理

的表示の場合は産品の品質、評判、その他の特

徴と地理的原産地とのつながりを裏づけるデー

タ、7) 明細書との適合性を判断する機関の名

称と機能、および 8）ラベルである。明細書に

は産品が備えるべき特徴と生産方法も明示され

る。地理的原産地とのつながりを証明する必要

もある。定められた地理的地域を原産地とする

証拠として、製品・原材料の供給元と量、供給

先と量、両者の対応関係を識別することも必要

で あ る (European Commission Directorate-

General for Agriculture Food Quality 

Policy in the European Union2004; 内藤 2013)。

調査対象の 3産品に関するつながりを明らか

にするために用いるデータは明細書であるが、

明細書以外に用いるデータもある。それぞれ次

のとおりである。

ヴォルテッラーネ

第 1に、フィールドワークのデータを用いる。

2013年7月3日午前11時半から開催されたヴォ

ルテッラーネの DOP 申請のための公会議を傍聴

し参与観察を行った。【写真 4】は公会議の様

子である。正面に 3名座っているが中央と左の

女性は農林政策省 ･農林水産物法律申請指示課

写真 2　パルミジャーノ (Parmigiano Reggiano)

2013年4月30日筆者撮影

写真 3　 ラ ル ド・ デ ィ・ コ ロ ン ナ ー タ (Lardo di 
Colonnata)

2013年3月2日筆者撮影
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担当官である。右側の男性はヴォルッテラ市長

である。参加者の中で、中央の通路から右側に

座るのは商工会議所の別機関である経営コンサ

ルティング企業のメンバー、ヴォルッテラーネ

生産者組合 (Assiciazione di Produttori di 

Latte e Pecorino delle Balze Volterrane)

会長、トスカーナ州役場 ･農政経済開発省行政

官、ピサ県商工会議所メンバーなどである。通

路の左側にはヴォルッテラーネの生産に関わる

酪農家とチーズ生産者が参加している。

公会議の後、ヴォルテッラーネ生産者組合会

長 Giovanni Cannas 氏の羊牧場兼チーズ工房兼

アグリツーリズモ Fattoria Lischeto において

開催されたヴォルテッラーネに関わる酪農家と

チーズ生産者の昼食会にも参加した。

第 2に、インタビューデータを用いる。2013

年 7 月 3 日の公会議にメインのメンバーとして

参加した農林政策省のA氏およびB氏、トスカー

ナ州役場クレッシェンツィ氏、経営コンサル

ティング会社のオリヴィエリ氏、および酪農家

の G氏に対してインタビューを行った。インタ

ビュー対象者の概要は【表 1】のとおりである。

第 3 に、文書化されたデータを用いる。1 つ

目はヴォルテッラーネの明細書 Disciplinare 

di Produzione “Pecorino delle Balze 

Volterrane”である。10 枚の A4 用紙に第 1 条

から第 8 条が記載されている。【付属資料 A】2

つ 目 は Il Pecorino delle Balze Verso il 

Riconoscimento della Denominazione di 

Origine Protetta(原産地保護指定の承認にむ

けた絶壁のペコリーノ)である。A4 用紙 3 枚の

資料で産品について説明している。いずれも

2013 年 7 月 3 日の公会議において参加者に配

布された。

パルミジャーノ

つながりを明らかにするために用いる文書

デ ー タ は 3 つ あ る。1 つ 目 は 明 細 書

(Specification as in Force from August 29, 

表 1 インタビュー対象者
対象者 所　属 役　職 調査実施日

A氏

Funzionari, alimentari e forestali 
incaricati di presentare in forma 
pubblica il disciplinare, Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali

農林政策省 ･農林水
産物法律申請指示
課・担当官

2013 年 7 月 3 日

B 氏

Funzionari, alimentari e forestali 
incaricati di presentare in forma 
pubblica il disciplinare, Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali

農林政策省 ･農林水
産物法律申請指示
課・担当官

2013 年 7 月 3 日

A n g e l a 
Crescenzi

Regione Toscana
トスカーナ州役場 ･
農政経済開発省・行
政官

2013 年 7 月 3 日

O r a z i o 
Olivieri

Dintec Consorzio per l’Innovazione 
Tecnologica　DINTEC

経営コンサルティ
ング会社・研究員

2013 年 7 月 3 日

G 氏 Allevatore 羊の酪農家 2013 年 7 月 3 日

写真 4　 ヴォルテッラーネ DOP 申請のための公会
議

2013年7月3日筆者撮影
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2011) である。イタリア語および英語訳版を入

手した。2つ目は明細書の要点の英語版(Single 

Document of the PDO Parmigiano Reggiano)

である。2009 年 4 月 16 日の EU 公報 (C87/16)

に掲載されている。2 つのパートに分かれてい

る。前半は 16 の条と付属資料からなる商標条

例 (Marking Regulation)、および 11 の条と付

属資料から成る乳牛の給餌方法に関する条例で

ある。3つ目は1993年8月25日にパルミジャー

ノ協会が EU あるいはイタリアの農林政策省に

提出した資料である。パルメザンという用語は

パルミジャーノ生産者の専用使用権にすること

を主張している 6)。データはパルミジャーノ協

会のサイトと DOOR のサイトで入手することが

できる 7)。

ラルド・ディ・コロンナータ

つながりを明らかにするために用いる文書

デ ー タ は 3 つ あ る。1 つ 目 は 明 細 書

(Disciplinare di Produzione della 

Indicazione Geografica Protetta “Lardo di 

Colonnata”) である。イタリアの農林政策省

の受領印が 2002 年 12 月 27 日付で押されてい

る。2 つ目は明細書の要点 (Pubblicazione di 

una Domanda di Registrazione ai Sensi 

dell’Articolo 6, Paragrafo 2, del 

Regolamento (CEE) n.2081/92 relativo alla 

Protezione delle Indicazioni Geografiche e 

delle Denominazioni di Origine dei 

Prodotto Agricoli ed Alimentari) で あ る。

2003 年 6 月 5 日の EU 公報に公告されている。

3 つ目は条例 (Regolamento (CE) N.1856/2004 

della Commissione del 26 October 2004 che 

Completa l’Allegato del Regolamento (EC) 

n.2400/96 Relativo all’Iscrizione di una 

Denominazione nel Registro delle 

Denominazioni di Origine Protette e delle 

Indicazioni Geografiche protette (Lardo di 

Colonnata) )、およびその英語版 (Commission 

Regulation (EC) No 1856/2004 of 26 October 

2004) である。2004 年 10 月 27 日の EU 公報に

公告されている 8)。

3. 分析

3.1. ペコリーノ ･ デッレ ･ バルゼ ･ ヴォルテッ
ラーネ
参与観察

いまからおよそ 50 年前にサルデーニャから

羊飼いたちが移住してきた 9)。彼らは羊の酪農

とチーズ作りによってこの地域の経済を発展さ

せてきた。2004 年に酪農家とチーズ生産者の

組合 Assiciazione di Produttori di Latte e 

Pecorino delle Balze Volterrane が創立され

た。2013 年 7 月現在、羊の頭数は合計 3,000

頭でチーズ生産者数は 4経営である 10)。

2013 年 7 月 3 日に開催された公会議におい

て議論された論点は 2つある。第 1に羊の飼料

についてである。大豆、トウモロコシ、大麦と

いった具体的な飼料を規定すべきであるという

意見があがり明細書にそれらを入れることが承

認されたが、飼料を有機栽培にすべきかどうか

という点で意見が分かれた。たとえ酪農家が有

機栽培でなければいけないことを知っていても

遺伝子組み換え品かどうかを明記していない遺

伝子組換え飼料を購入し使用してしまった場

合、明細書で定められた要件への適合に違反す

ることになる。さらに有機飼料を使って牛を飼

育したことを証明するためには第 3者機関によ

る検査が必要となり酪農家が検査料を負担しな

ければならなくなる。会議に参加した酪農家と

チーズ生産者は有機飼料の利用に賛成であった

が、生産者全員の意見をくむ必要があることか

ら数日内に意見を取りまとめ省庁に報告すると

いうことになった。

第 2に産品のラベルに書かれるロゴのサイズ

についてである。【付属資料 A】の明細書 10 枚

目に記載されている産品ラベルは産品名とロゴ

で構成されている。イラストはカルドン

(cardon: アーティチョークの野生種 ) で、葉

の部分の形を産品の名称「ヴォルテッラーネ

(Volterrane)」の「V」の部分とかねている。

会議にアドバイザーとして出席したコンサル

ティング会社のオリヴィエリ氏がロゴを大きく
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すればより見やすくなるのではないかと提案し

たところ、トスカーナ州役場の担当官は 2014

年にロゴに関するあらたな EU 委員会規則が決

まるので独断でサイズを決めると後々不都合が

生じるリスクがあるとアドバイスしたため、ロ

ゴサイズについては現在明細書に記載されてい

るとおりで申請することが承認された 11)。

明細書に記されているつながり

以下では、公会議で配布された明細書の第 6

条に記載された産品の特徴と地理的原産地との

つながりを記述する。地理的原産地については

地形の特徴が植物の生育に適していることを強

調している。ピサ県の南東に位置するヴォル

テッラは北のエラ川と南のチェチナ渓谷に挟ま

れている。海からさほど離れていないことから

春と秋は雨量が多いという湾岸の気候に近い。

人の手による造形と地形の浸食によって生み出

された小渓谷などのユニークな地形はこの地域

の植生を非常に特定的で限定的なものにしてい

る。地形は有機物の生育を阻み、塩分が多く乾

燥した土地は植生の種類を限られたものにし

た。澱んだ水でも丈夫に育つ牧草が生えている。

たとえば、アーティチョークやタイムはいたる

ところに植生している。

ヴォルテッラーネは凝乳のための酵素とし

てカルドンを利用することが他のチーズとは異

なる一番の特徴である。

産品の特徴と地理的原産地とのつながりと

しては、第 1に気候と風土によって羊乳が独特

の香りを生む。チーズの生産工程では乳の温度

を 40 度以下に維持するのでできあがったチー

ズにはこの地域特有の野生の薬草 (エルベ )の

味と香りが残っている。

地理的環境が特有であることから野生の

アーティチョークの酵素を手に入れることが可

能となった。切り立った崖の地形であるが、何

世紀も昔から農民と地元の修道僧がこの地形を

活かして生活してきた。湿度は一定であること

からゆっくりとチーズに風味をつけ産品に独自

性を与える。洞窟も多く農民と地元の修道僧が

さまざまな用途に利用してきた。

歴史的には、ヴォルテッラでは 1200 年ごろ

から羊が飼われていた。1300 年にはピサ県に

おいて羊の酪農と羊乳を使ったチーズを生産し

ていたという資料が残っている。

ヴォルテッラのチーズ生産は植物性酵素

(caglio vegetale) を使うという独特の手法で

知られている。野生のアーティチョークはこの

地域に豊富に生育する。動物性ではなく植物性

の酵素を使うことで、羊乳を使って作られる他

のチーズとは異なる甘い味を感じることができ

る。この特性は 15 世紀から作家や農学の学者

たちの賞賛を受けてきた。すでに植物性酵素は

アリストテレス (Aristotle) の時代から知られ

ておりのちにアルベルトゥス・マグヌス

(Albertus Magnus) が取り上げていたことを医

学研究者が 1477 年に指摘している。

チーズ作りに植物性酵素を使う習慣は中世

の時代からあったが記録としては残っていな

い。ヴォルッテラーネについては 18 世紀の記

録が残されている。哲学者のマリオ ･ グアル

ナッチが彼の師匠アントン ･マリア ･サルヴィ

ニに宛てた手紙にはヴォルテッラーネに対する

感想と謝辞が記されている。1786 年発行の

Francais de La Lande に よ る『Voyage en 

Italie』の第 23 章でイタリアチーズに関する

記述があり、トスカーナ州のマルツォリーノ

チーズと同様ヴォルテッラーネも植物性酵素を

使うチーズとして特別な品質を持っていると書

かれている。

19 世紀半ばまでの記録では、僧侶モンタウ

写真 5　凝乳の酵素として用いるカルドン
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トがペコリーノチーズに関する書籍を出版して

いる。トスカーナ州には2種類のチーズがあり、

1 つは味がきつくもう 1 つは甘い味がする。後

者は野生のアーティチョークの花の酵素を使っ

て作られていると記述されている。

1930 年代に出版された書籍の中で、ヴォル

テッラのチーズによってよい収入を得られると

ピサ大学の地域経済学者が述べている。なぜな

らば 1キンタルあたりの価格が他のチーズより

も高いからである。具体的には、ストラッキー

ノが 800 リラ、ベルパエーゼが 900 リラ、ゴル

ゴンゾラが 850 リラ、パルミジャーノが 1,650

リラなのに対して、ヴォルテッラーネは 1キン

タルあたり 1,700 リラで取引されていた。

経済的・社会的要素の側面でも羊の酪農は

ヴォルテッラのテリトリオで重要な役目を果た

している。気候条件が羊の酪農に適しているの

で何世代にもわたりこの地域では酪農が主要産

業として盛んに行われ地域の羊の数が増加して

いった。羊は羊毛のためではなく搾乳のために

利用されていることも特徴である。酪農家の経

験と知識によってチーズ生産に適した乳を開発

してきたのである。生乳の伝統的処理方法は酪

農および生乳処理すなわちチーズ生産を同じ場

所で行わせ独自の職人技を生み出した。労働力、

技術の活用、および伝統の継承によって他のテ

リトリオでは見ることがない人的資源と分かち

がたい専門性を維持することができている。

文化的要素としては、地元料理に使われる

ヴォルテッラーネは優しい味がするという評判

写真 6　 アンティパストとして供されたヴォルテッ
ラーネ

2013年7月3日筆者撮影

表 2　ヴォルテッラーネの特徴と地理的原産地とのつながり

地理

・ピサ県南東に位置する渓谷の村
・小渓谷によって独特の植生
・塩分が多く乾燥した土地
・野生のアーティチョークとタイムが育つ

気候
・湾岸の気候に近い
・春と秋は雨量が多い
・高湿度な気候がチーズに独特の香りをつける

歴史
・1200 年ごろから羊が飼育されていた
・1300 年には羊の酪農および羊乳を使ったチーズ生産が行われていた
・18 世紀にヴォルテッラで植物性酵素を使ったチーズ生産の記録が残る

手法 /
地域性

・カルドン (アーティチョークの野生種 ) を凝乳の酵素として利用

経済 /
社会

・1930 年代にヴォルテッラのチーズは他の地域の異なる種類のチーズよりも高価格で取引さ
れていることが指摘されている
・羊の酪農はこのテリトリオで盛んに行われてきた

ヒト
・酪農家の経験と知識によってチーズ生産に適した乳を開発してきた
・羊の酪農とチーズ生産は同じ場所で行う

出所 :データをもとに筆者作成
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である。ピサ地域の伝統料理が復活してきた後

は非常によく求められ使われるようになった。

このチーズはアンティパスト (前菜 )として食

べてもいいし【写真 6】、肉や野菜にも合うし、

すりおろしてミートソースにも使える。熟成期

間によってはテーブルチーズ (formaggio da 

tavola: 料理に使うのではなくそのままあるい

はパンに乗せたりサラダに入れたりして食す

チーズ )として使ったり、すりおろして詰め物

パスタの材料として使ったりできる。

ヴォルテッラーネの特徴と地理的原産地と

のつながりは【表 2】のとおり整理できる。地

理、気候、歴史、手法、経済、ヒトのそれぞれ

の要素が産品の独自性を生み出すが、イタリア

国内において多くのチーズが動物性酵素を使用

して作られる中で地域に植生するカルドンの植

物性酵素を用いることが当該産品の特性を際立

たせことさらユニークなチーズにしていること

が分かる。

3.2. パルミジャーノ ･ レッジャーノ

パルミジャーノが DOP に登録されたのは

1996 年 6 月 21 日である。パルミジャーノは明

確に特定された地理的区域内で生産されなけれ

ばならない。具体的にはパルマ、レッジョ・エ

ミリア、モデナとボローニャ（レノ川左岸）、

マントバ（ポー川右岸）の一部である。

チーズの生産のみならず、チーズ生産のため

の乳を提供する牛も区域内で酪農されていなけ

ればならない。前日の夕方に搾乳された牛乳を

一晩置くことで分離した脂肪分を除いたもの

に、当日の朝搾乳した全乳を混ぜたものが原料

となる。仔牛の第 4 胃から取ったレンネット

と呼ばれる凝乳酵素を用いて固形物に凝固させ

ていく。塩水に数日間浸透させ、12 ヶ月以上

の熟成期間を経て、試験を受けて合格するとパ

ルミジャーノになることができる 12)。

産品の特性と地理的原産地とのつながりは

次のとおりである。風土の特性として土の特性

が挙げられる。アぺニン山脈とポー川に挟まれ

たこの地域の自然の植生は産品の特殊な発酵特

性を生みだす。

何世紀にも渡って確立され継承されてきた

チーズ生産技術は複雑なオペレーションで構成

されている。生産には銅の大桶が用いられ、凝

乳にはキモシンが豊富な仔牛の酵素が使われ

る。塩水を浸透させた後、最低 12 ヶ月以上熟

成させなければならない。

産品の特性は生乳によって生み出される。生

乳は決められた地域の牛から搾乳されたもので

ある。生乳を提供する牛は地理的原産地内の飼

料を食べて育つ。サイロ貯蔵によって発酵させ

た飼料は食べさせてはいけない。

限定的な生産地域で天然の飼料を用い、高品

質な生乳を使って、一切添加物を加えることな

く、昔ながらのその美味しさを保ち続けている。

12 ヶ月以上という長い熟成期間を通して、牛

表 3　パルミジャーノの特徴と地理的原産地とのつながり

地理
・パルマ、レッジョ =エミリア、モデナとボローニャ (レノ川左岸 )、およびマントバ (ポー
川右側 )の一部で生産
・土の特性による独特の植生

歴史
・13 世紀にベネデット修道院で作られていた
・1350 年ごろ書かれたボッカッチョの『デカメロン』に現代と同じような食べ方でパルミ
ジャーノが登場する

手法 /
地域性

・原料の乳を提供する牛も区域内で酪農される
・牛が食べる飼料も区域内で育ったもの。発酵飼料は与えない。
・1 日に 1 回しか作れない。前日の夕方に搾乳した乳の脂肪分を取り除いたものと翌朝搾
乳した全乳を混ぜたものが原料
・生産には銅の鍋を用いる
・12 ヶ月の熟成後、検査を受け合格したもののみパルミジャーノとなる

出所 :データをもとに筆者作成
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乳の天然の発酵成分はパルミジャーノに独特の

香りと食感を加えていく。

歴史的には、13 世紀にはベネデット修道院

で現在と同じ生産方法で作られていたという記

録が残り、1350 年頃に書かれたジョヴァンニ・

ボッカッチョ (Giovanni Boccaccio) の『デカ

メロン (Decamerone)』にはマッケローニやラ

ヴィオリにすりおろしたパルミジャーノを山盛

りかけるという記述がある。

パルミジャーノの特徴と地理的原産地との

つながりは【表 3】のとおり整理できる。管理

された乳牛の給餌方法を細かく指定していたこ

とから、産品の特性はその土地にしかない原料

とのつながりが強いという点が強調されている

と言える。パルミジャーノの明細書は調査対象

の他の産品 (ヴォルテッラーネとラルド ･ディ

･ コロンナータ ) と比べてつながりに関する記

述が少なかった。1612 年にパルマ公国がパル

ミジャーノの産地を公式に定めたという記録が

残っていることからパルミジャーノはイタリア

で最初の DOP と見なされていたりとパルミ

ジャーノには豊富な歴史的データがあり 13)、

DOP 申請時にすでに産品の特徴が一般的に認知

されていたためつながりをことさら強調する必

要がなかったのかもしれない。

3.3. ラルド・ディ・コロンナータ

ラルド・ディ・コロンナータが IGP に登録さ

れたのは 2004 年 10 月 27 日である。産品が地

理的・気候的要因のみならず、生産的、経済的、

社会的要因ともつながりがあること、それら要

因がコロンナータ特有の地域性の条件を満たし

地理的表示保護産品の特徴と不可分であること

が EU の公報に公告された明細書の要点に記さ

れている 14)。

地理的にはコロンナータ村はアプアン山脈

の標高 550 メートルに位置する。原料となる大

型豚はトスカーナ、エミリア =ロマーニャ、ヴェ

ネト、フリウリ =ヴェネチアジュリア、ロンバ

ルディア、ピエモンテ、ウンブリア、マルケ、

ラツィオおよびモリーゼで生育される。長年、

これらの地域では産品に使う原料に適した豚の

酪農と育成技術を蓄積してきた。豚の屠殺場と

肉の切断場もこれらの地域内にある。

風土的には降水量、地形、気温、湿度などの

気象条件が高評価を受ける産品の品質を生み出

す。降水量が多く高湿度の気候条件はしばしば

岩を掘って作られた貯蔵庫で気体から液体に凝

縮しそこに置かれた冷たい白大理石の槽の中の

塩を塩水に変える。この地域は風通しがよく 1

日の気温の変化が少ないことも生産条件によい

影響を与える。地域特有の植生が高湿度な状態

を維持している。これらの地理的・気候的状況

は豚の背脂の自然な熟成と保管にとって理想的

である。高湿度、夏の暑すぎない気温、1 日を

通して温度変化が少ないことといった気象条件

がコロンナータをラルド生産に最も適した地域

にしているのである。

コロンナータがラルド生産に適している要

因は熟成させるために用いる白大理石の採石作

業も関係している。採石作業はたいへんな重労

働なので労働者たちは高カロリー食を必要とす

るからである。このことは 1年を通じて肉を消

費することを可能とする。人々は夏は赤身肉を

消費し冬には背脂で作られたラルドを消費して

きた。

歴史的要素は次のとおりである。コロンナー

タという地名はローマ時代に採石所で働く奴隷

の居留地からつけられた名前である。豚の生肉

の保存方法もローマ時代にさかのぼることがで

きる。ローマ人は重労働者たちにとって豚の背

脂が栄養学的に優れていることを知っていた。

古代ローマの法典には兵士たちに豚の背脂を 3

日に 1回供給していたことが示されている。産

品は塩を砕くすり鉢や白大理石の槽の製造と

いった地域産業とも深く結びついている。豚の

肉の処理はランゴバルド (Lombard) 時代にまで

さかのぼる。豚の背脂の処理と保存技術に影響

を与えたのはいつなのかははっきりしていない

が白大理石産業が斜陽になった中世にはコロン

ナータ村で豚の処理が行われていた。

白大理石の槽を使ったラルドの保存は 17 世

紀から 19 世紀には行われていた。19 世紀に制

作されたレリーフに描かれているのは 3世紀か

4 世紀の隠修士の聖アントニウスである。もと
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もと豚の番人であった聖アントニウスは豚の背

脂を用いて麦角菌中毒者を治癒したと言い伝え

られている。

生産手法の要素は次のとおりである。コロン

ナータの豚の背脂文化は白大理石の採石労働者

の仕事および彼らの生活と切り離すことができ

ない。彼らの社会衛生は一般の人々のそれとは

異なる。採掘労働者が食していたのはパン、パ

スタ、調理された豆と野菜、味つけしたオリー

ブオイルや豚の背脂であった。

ラルドは生肉、塩、にんにく、ローズマリー

やセージやオレガノなどのハーブ、黒こしょう、

シナモン、ナツメグなどの香辛料といった他の

原材料、大理石、および地域で蓄積されたノウ

ハウといった地域の豊かな資産を利用する手法

によって生産が可能となる。大理石の槽で処理

し熟成させる手法は何世紀もの間変わることな

く継承されてきた。豚は 1月と 2月に屠殺され

る。作業は気温が低く湿度が高い 9月から 5月

までの間に行う。

ラルド・ディ・コロンナータの成功は、原材

料と地域特有の白大理石の利用によって生み出

されるだけではなく、人々がこれら基本的要素

を開発してきたことによってもたらされた。つ

まり人々のスキルが重要なのである。屠殺者は

単に肉を販売しているだけではなく自立したプ

ロである。彼らのスキルは生肉を選別し屠殺し、

塩水を監視し必要であれば継ぎ足し、貯蔵庫の

高湿度と低い換気を利用することに活かされて

いる。

ラルド・ディ・コロンナータに対する評判に

ついてはもはや証明する必要もないくらい確立

されたものである。今日では、コロンナータ地

域のみならずイタリア内外で食されている。と

くに 1950 年代に始まったグルメ志向がラルド・

ディ・コロンナータの人気に拍車をかけた。

起源の証明としてはケルト族、ローマ人、ロ

ンバルディア人の時代に豚のラルドを保存する

伝統があるといった歴史的根拠が記述され、手

法としては大理石の採石場の労働者たちの仕事

と生活との強いつながりがあることが示されて

いる。経済的にはコロンナータ地方の経済の資

表 4　ラルド・ディ・コロンナータの特徴と地理的原産地とのつながり

地理

・カッラーラの分離集落コロンナータの小さな村
・大型豚の生息地
・豚の育成と飼育技術の発展
・豚の屠殺場と肉の切断場も地域内

気候
・降水量が多く気温が低い
・作業部屋と貯蔵庫に理想的な条件を与える
・労働者は高カロリー食を必要としているという採石場の影響もある

歴史
・白大理石に豚の背脂を保存する技術を紹介したのはケルト人かローマ人かロンバルディ
人かは分かっていない
・背脂を大理石の槽で保存することは 17 世紀には始まっていた

手法 /
地域性

・豚の屠殺は 1 月か 2 月の寒い時期だった。今でも作業は低温多湿の 9 月から 5 月に行わ
れる
・屠殺から 72 時間以内に豚の背脂を切り落とし塩漬けしコンカと呼ばれる大理石の槽に漬
ける

経 済 /
社会

・コロンナータ地方の経済資源となっている

人的
要素

・豚の屠殺の 1つのプロセスではなく何年もかけてコロンナータで発展してきた技術
・生肉の目利きと準備、塩漬け、高湿度で低換気な貯蔵庫の管理する技術

文化 ・毎年サグラ (祭り )を開催

評価 ・模造品が多く名前を悪用されているとおり広く認知されている

出所 :データをもとに筆者作成
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源となっているが、近年は世界に広まった採石

技術と労働技術の現代的革新によってコロン

ナータ地域の高い失業率と人々の移出を招いて

いる。

ラルド・ディ・コロンナータの特徴と地理的

原産地とのつながりは【表 4】のとおり整理で

きる。他の調査対象 (ヴォルテッラーネとパル

ミジャーノ )は DOP であったが、ラルド・ディ・

コロンナータは IGP であることから原料の豚は

地域外からの供給を受けることができる。コロ

ンナータのユニークな白大理石とその採石産業

なくして当該産品は生まれなかったことから、

地理的原産地と密接なつながりがあることが分

かる。

4. まとめ

4.1. 発見物

EU では地理的表示保護産品の特徴と地理的

原産地のつながりが地理的表示保護産品を地理

的表示保護産品たらしめるものであった。この

ことから地理的表示が地域団体商標とは異なる

ことが分かる。日本では EU の地理的表示制度

をヒントにした地域団体商標制度が 2006 年に

導入された 15)。地理的表示と商標の類似点と

して 1) 出所表示機能、2) 品質保証機能、およ

び 3) ブランドとしての価値が挙げられている

ものの(ガンジー 2006)、日本の地域団体商標

は登録審査がもっぱら知名度を中心に行われて

おり、登録団体組合員の名称使用権の独占にと

どまり品質を保証するものでないという問題や

(林 2013)、商標制度は政策的に品質を高めブ

ランド力を高めることを国等が指導し支援する

機能を持たない点や生産の条件や基準は定めら

れていない点などが指摘されている(高橋

2013)。EU の地理的表示保護産品がチーズであ

れば一般品の 2倍程度の価格になったり小売価

格に占める農家手取り割合の上昇が見られたり

するのは、EU の地理的表示保護制度では 1) 明

細書の公示を通じて消費者に情報が伝達され、

2) 第 3 者機関による検査を通じて信頼性の向

上が図られ、3) 模倣品が排除されているから

であるが(内藤 2013)、これら 3 点はいずれも

地理的表示保護産品の特徴と地理的原産地のつ

ながりが明確にされていることが前提となって

初めて実現可能となる。

4.2. 今後の課題

つながりは産品がその原産地でなければ作

ることができないことを意味することから、地

理的表示保護産品と地理的原産地のつながりは

産品の独自性となり地域ブランドとしての農産

物・農産加工品の戦略的マーケティングにおけ

る競争優位性の源泉となる。日本でも地域ブラ

ンドは「地域の事業者が協力して、事業者間で

統一したブランドを用いて、当該地域と何らか

の (自然的、歴史的、風土的、文化的、社会的

等 )関連性を有する特定の商品の生産又は役務

の提供を行う取組み」(産業構造審議会知的財産

政策部会 2005) と定義されているとおり地域と

の関連性を有することが条件となっている。

地理的表示保護制度の効果を実現するため

には農林水産省 (2012a) が【表 5】のとおり挙

げた 1) 生産者価値、2) 地域経済への影響、3)

消費者価値、および 4) 海外における効果とい

う 4つの側面で理論的および実践的に取り組む

べき課題があると考えられる。

第 1に、産地体制がどのように整備され生産

組織が強化されているのかを明らかにする必要

がある。地理的表示は登録によって効果が生ま

れるのではなく、地理的表示保護対象産品に

なってからの活動のしかたでその効果は変わ

る。効果創出を促進する産地体制の 1つとして

品質管理協会(コンソーシアム ) があり、明細

書で定められた要件の適合状況を検査する第 3

者機関、および市場で規則が遵守されているか

の取り締まりを行う管理当局としての農林水産

省の農産加工品品質保護 ･不正防止中央機関が

ある(内藤 2013)。地理的表示保護産品の品質

を管理するそれぞれの主体の役割、およびこれ

らを含む産地体制がどのように生産者価値を創

出するのかを明らかにする。

第 2に、地域の 6次産業化によって地域経済

をどのように活性化するのかを明らかにする必
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要がある。EU では地理的表示保護産品を活用

した地域活性化戦略はすでに研究が蓄積されて

い る が (Pacciani, et al. 2001; Belletti, 

et al. 2002)、日本でも 2010 年に「地域資源

を活用した農林漁業者等による新事業の創出等

及び地域の農林水産物の利用促進に関する法

律」いわゆる 6次産業化・地産地消法が公布さ

れたこともあり、日本のコンテクストにおける

6 次産業化と地域経済活性化との関係を明らか

にすることが求められる。

第 3に、地理的表示が生み出す消費者価値を

明らかにする必要がある。なぜならば地理的表

示保護制度が商品差別化の有効な手段かどうか

は消費者が地理的表示をどのように認識するか

にかかっているからである(林 2013)。地理的

表示が商品に関する情報を明確にすることで消

費者が購買意思決定する際の判断が容易になる

ことが期待されるが、実際には地理的表示を認

知している消費者は地理的表示保護産品を積極

的に選択しているものの、地理的表示をさほど

理解していない消費者は低価格あるいは見た目

がよい製品を選択する傾向にある (Vecchio, 

et al.2011)。消費者行動論の枠組みを用いて

どのように消費者に情報を伝えれば消費者価値

をより創出できるのかを明らかにする。

第 4に、ジャパン ･ブランド形成の枠組みを

構築する必要がある。東日本大震災後、日本の

農産物および農産加工品はイメージダウンして

しまった。経済産業省のクール ･ジャパン戦略

推進事業を受けて農林水産省は地理的表示を活

用して日本の農林水産物に対する信用と高め適

切な評価を得ることで輸出市場での有利性を確

保しようとしているが、海外からの日本の食に

対する信頼を回復させグローバル化経済におけ

る競争力をつけていくためには、地域ブランド

のみならずジャパン ･ブランドを形成していな

ければならない。EU の事例を手がかりにしな

がら地理的表示を活用したマーケティング戦略

の理論枠組みを提示する。
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表 5　日本における地理的表示保護制度が目指す効果 ( 試案 )
制度の導入による
直接的効果

他の施策と合わせて
発現する効果

制度定着後、
将来的に見込まれる効果

個別産品の
生産 ･ 製造
業

① 販売力の強化
　地理的表示保護制度の
対象産品となることによ
り、ブランド力が向上し、
価格競争から品質差別化
の競争へと誘導でき、販
売力が強化されることか
ら、生産者において一定
の利益を確保することが
期待される。

② 産地体制の整備
　生産方法や品質に関す
る取決め等を地域で決定
する過程を通じて、産地
体制が整備され、生産組
織の強化、関係者の士気
向上など産地の一体感が
醸成される。

③　模倣品被害の減少
　公的機関が大きな役割
を果たすことから、模倣
品被害の減少が期待され
る。

① 新たな地域ブラン
ド産品の発掘と高付
加価値販売の展開
　６次産業化の推進
等の施策と併せて取
り組むことにより、
歴史や伝統を持った
高品質な地域ブラン
ド産品が発掘される
とともに、その高付
加価値販売が展開さ
れる。

② 輸出の促進
　海外における見本
市や商談会といった
取組等を通じ、我が
国の地理的表示保護
制度対象産品の一層
の輸出の促進が図ら
れる。

① 地域ブランド産品を核とした
多角的な事業の展開
　地理的表示保護制度の対象とな
る地域ブランド産品の国内外への
一層の浸透を踏まえ、対象産品の
生産・製造・販売事業の拡大とと
もに、対象産品の生産・製造現場
を見学する観光ツアーの実施等新
たな取組も見込まれるなど、地域
ブランド産品を核とした多角的な
事業の展開が期待できる。

② 輸出の一層の促進
　我が国の地理的表示保護制度の
国際標準化が進展することによ
り、我が国の対象産品の輸出が更
に拡大する。

③ 海外市場における模倣品被害
の減少
　諸外国で我が国の地理的表示保
護制度が登録されれば、対象産品
が保護され、当該国における模倣
品の流通が減少し、対象産品の輸
出が一層促進される。

④ 生産・製造業者の誇りの醸成
　地理的表示保護制度の対象とな
る地域ブランド産品が、広く国内
外へ販売され、周知されることに
より、生産・製造業者の誇りが醸
成される。

地域経済

① 新たな経済主体の誕生
　体制の強化により、地
域において新たな経済主
体が誕生し、拡大するな
ど、雇用や所得の増大が
期待される。

① 地域経済の活性化
　農山漁村の環境・
資源を活かした観光・
商品化等を推進する
施策と併せて取り組
むことにより、観光
客の誘致や新事業の
創出が進み、雇用が
増大するなど、地域
経済が活性化する。

① 地域社会の維持
　地域ブランド産品の生産・販売
や観光客の誘致等経済の活性化に
向けた地域の取組が継続すること
により、地域社会が維持される。

② 地域の誇りの醸成・回復
　地理的表示保護制度の対象とな
る地域ブランド産品が、広く国内
外へ販売され、周知されることに
より、地域全体の誇り（アイデン
ティティ）が醸成・回復する。
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消費者

① 商品に関する情報の明
確化
　生産・製造地域と密接
に関連する特徴に関する
情報が明確となり、農林
水産物・食品を選択する
際の判断が容易となる。

② 模倣品被害の減少
　公的機関が大きな役割
を果たすことから、国内
において模倣品被害の減
少が期待される。

① 地域ブランド産品
を選択する機会の拡
大
　６次産業化の推進
等の施策と併せて取
り組むことにより、
地理的表示保護制度
の対象産品を利用し
た様々な商品・飲食
サービスが開発・販
売され地域ブランド
産品を選択する機会
が拡大する。

① 豊かな食生活の提供
　対象産品が消費者にとって一層
身近な商品となることにより、選
択肢が増え、豊かな食生活が提供
される。

海外におけ
る効果

① 日本ブランド産品の海
外への浸透
　公的機関がブランド価
値を担保する地理的表示
保護制度を活用して輸出
の取組が行われる場合、
海外の消費者は、容易に
真正な日本ブランド産品
を認知し、購入すること
が可能となり、日本ブラ
ンド産品が海外へ浸透す
ることになる。

②海外産品の日本市場に
おける認知の確保
　海外の歴史と伝統のあ
る本物の地域ブランド産
品が日本の市場において
認知を受けることができ
る。

① 日本ブランド産品
の海外への一層の浸
透
　海外における見本
市や商談会といった
取組等を通じ、海外
の消費者が真正な日
本ブランド産品を選
択する機会が増大す
るとともに、海外に
おいて日本ブランド
産品が一層浸透する
ことになる。

① ジャパン・ブランド全体の底
上げ
　我が国の高品質な農林水産物・
食品が諸外国に広く認知されるこ
とにより、我が国輸出産品全体の
訴求力が向上するなど、ジャパン・
ブランド全体の底上げが期待され
る。

② 日本文化の理解の醸成
　対象産品の海外市場における販
売機会が増加することにより、海
外の消費者が、我が国の歴史や伝
統文化等に関心を持つ機会が増加
し、我が国に対する理解が醸成さ
れる。

③ 海外市場における模倣品被害
の減少
　諸外国における登録を通じて、
我が国の対象産品が保護され、当
該国における模倣品の流通が減少
する。その結果、海外の消費者が、
我が国の真正な農林水産物・食品
を購入する機会が確保され、海外
の消費者の利益が増加する。

出所 :農林水産省 (2012a)
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　　【注】
1)2006 年には EEC2081/92 が廃止され「農産物及び

食品に係る地理的表示及び原産地名称の保護に関

す る 2006 年 3 月 20 日 の 理 事 会 規 則 (EC)

No.510/2006」に変わった。

2) European Commission の DOOR データベースより。

(2013年8月20日参照)。フランスの170件(19.4%)

と ス ペ イ ン の 128 件 (14.6%) が 続 く。http://

ec.europa.eu/agriculture/quality/schemes/

index_en.htm

3)European Commission の DOOR データベースより。

(2013 年 8 月 20 日参照 )

http://ec.europa.eu/agriculture/external-

studies/2012/value-gi/agricultural-products-

eu2

4)http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/

registeredName.html?denominationId=518

5)http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/

registeredName.html?denominationId=387

6) パルミジャーノ協会のクレリチ氏にどういう資料

なのかを尋ねたところ、はっきりとは分からない

がおそらくこうであろうという回答を得た (2013

年 8 月 21 日 )。

7) 資料のリンク先はそれぞれ次のとおりである。

8) いずれの資料も DOOR で入手可能である。

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/

registeredName.html?denominationId=387

9) インタビュー対象者の G 氏もサルデーニャ出身者

である。

10)2013 年 7 月 3 日配布資料“Il Pecorino delle 

Balze Verso il Riconoscimento della 

Denominazione di Origine Protetta”より。

11) 以上の公会議の内容は会議に同席した日本人通

訳者 K氏に教わった。

12) パルミジャーノの生産過程については木村

(2013a) を参照のこと。

13) 資 料「Il primo documento ufficiale sulla 

Denominazione d'Origine "Parmigiano" del 7 

agosto 1612」http://www.museidelcibo.it/page.

asp?IDCategoria=217&IDSezione=917&ID=27474

14)Official Journal of the European Union, 

L324, October 27, 2004, p6-12

15) 経済産業省特許庁 HP

http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/t_

dantai_syouhyou.htm(2013 年 7 月 9 日参照 )
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